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Ⅰ　はじめに

　本研究は，条件不利地域において，地理的な条件

から発生するデジタル・デバイド（digital divide）

に対する地方自治体等による政策的対応として進め

られているブロードバンド整備の現状を調査・把握

しようとするものである．

　情報技術が社会経済の基盤的存在としてその意味

を増大させていく中で，それに即応できる人々と取

り残されていく人々とが二極に分かれていく，デジ

タル・デバイドの問題が危惧されている．デジタ

ル・デバイドが，最初に注目されたのは，米国をは

じめとする先進国においても，所得水準や教育水準

の問題から IT 機器や情報ネットワークを利用でき

ない個人が発生し，社会的・経済的機会を奪い去る

可能性が指摘されたことからであるが，地理学者に

よっても，デジタル・デバイドの地理的側面に注目

した議論がなされている．たとえば，Graham and 

Marvin （1996）は，デジタル・デバイドの出現を

早くから予想し，それを経済のグローバル化と世界

都市化とに関連づけて論じている．また，Castells 

（2001）や Graham （2002）は，途上国では社会階

層や地域によって IT の利用可能性が著しく不均等

になるといった事態を指摘している . こうしたデジ

タル・デバイドは個人や世帯ごとに発生するだけで

なく，一定の地理的範囲でまとまって顕在化する．

たとえば，都市内の貧困地区では IT インフラの整

備が遅れるために，住民の IT 利用が一層阻害され

ることが指摘されている（Sanyal 2000; Southern 

2002）. さらに，こうしたデジタル・デバイドの解

消には地方自治体の役割が期待されており，Van 

den Berg and Van Winden （2002）は，ヨーロッパ
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の都市自治体における市民の IT 利用を促進する試

みを紹介している．

　地理学的視点に立てば，デジタル・デバイドの存

在がとりわけ注目されるのは，中山間地や離島，あ

るいは国内の縁辺地域等の条件不利地域である．イ

ンターネット普及の初期には，条件不利地域内の組

織や住民にとってはインターネットの利用に困難が

あった． 

　しかし，条件不利地域においてインターネットを

積極的に活用しようとする動きが見られないわけで

はない．たとえば，インターネット接続（ISP）事

業を自治体自身で運営することによって，地理的デ

ジタル・デバイドを克服しようとした事例も確認で

きるし（Arai 2007），地方自治体が域外に向けて積

極的に情報発信しようとしたごく初期の事例は，む

しろ，条件不利地域の小規模自治体の方に多く見出

だせる（Arai 2007）．また，自治体が特産品のネッ

ト通販を利用した地域振興を図った事例等も報告さ

れている（北川 2007）．こうした条件不利地域で情

報ネットワークを利用して地域振興を図ろうとする

動きは，欧米でもかなりの事例研究の蓄積がある

（Grimes 2003; Richardson and Gillespie 2000）．

　もちろん，山間地や離島等の条件不利地域では，

その地理的条件から情報ネットワークの整備には困

難が伴う．通信事業者にユニバーサルサービス 1) が

義務づけられている電話回線網を利用するナローバ

ンド・レベルでは，90 年代末には，地方でも地域

に密着したサービス提供を行うプロバイダー業者が

増えてきたために，デジタル・デバイドは解消に向

かったが，2000 年頃から，先進国で一般に普及し

始めたブロードバンドでは，再びこの問題が顕在化

した．Downes and Greentstein （2007）も指摘する

ように，ブロードバンドはナローバンドに比べて，

必要な設備投資額が大きい上に，ユニバーサルサー

ビスが義務づけられておらず，サービス対象の範囲

が事業者の裁量に委ねられているために，地形が急

峻であったり，人口が希薄であったりして事業の採

算が取りにくい条件不利地域はネットワーク・イン

フラの整備が進みにくいからである．

　ブロードバンドにおける地理的デジタル・デバ

イドの問題には欧米の研究者も注目しており，あ

る程度の研究蓄積が見られる（Greenstein and 

Prince 2007）．初期の研究事例として，Gillett and 

Lehr (1999）や Gable and Kwan （2000）は，米国

や北米を対象範囲として，ブロードバンドの全国

的な普及状況の統計的分析を行っている．また，

Vicente and López （2011）は，EC27 カ国について，

Eurostat から抽出した指標を比較してブロードバ

ンド普及の地域差を分析している．Yuguchi （2008）

も，ブロードバンドや携帯電話サービスの地域差を

人口分布と関連づけて統計分析している．

　ブロードバンド普及に関する地域的なケーススタ

ディも存在する．Grubesic and Murray （2002）は

米国オハイオ州，Wood （2007）はペンシルバニア

州での詳細な分析を行っているし，Wood （2008）

は，通信事業者の種類と通信方法とを組み合わせた

比較分析によって，ブロードバンドの普及に大きな

地域差が見られることを確認している．ただし，ス

ウェーデンの一地方でのブロードバンド普及を分析

した Lorentzon （2010）は，ブロードバンドの利用

可能性はプロバイダー側の条件だけでなく，利用者

個人の年齢や企業の業種，規模等の条件によっても

大きく左右されることを指摘している．

　このようなブロードバンドにおける地理的デジタ

ル・デバイドに対する政策的対応については，実

務家だけでなく 2)，研究者の発言も多い．ブロー

ドバンドのユニバーサルサービスは，多くの国で，

通信事業者に義務づけられているものではないが，

その潜在的な便益の高さゆえにブロードバンド・

ネットワークは公共財の性質を帯びていると考え

られている（Picot and Wernik 2007）．1980 年代

から急速に進行した通信産業の民営化と規制緩和
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の動きを受けて，通信サービスにおける競争促進

と公共性の両立は，長年にわたる論争の種となっ

てきたが，ブロードバンド整備においても，政府

の介入のあり方が議論されている（Crandall and 

Alleman 2003）．たとえば Picot and Wernik （2007）

は，EU，韓国，米国における中央政府のブロード

バンド政策を比較し，韓国においては韓国政府がブ

ロードバンドの普及に最も重要な役割を果たしてい

るのに対して，米国では連邦政府はむしろ競争促

進に力点を置く傾向があり，EC 各国の政府は，そ

れぞれ自国のブローバンド普及の実情に合わせた

多様な政策手段をとっていることを指摘している．

ま た，Cava-Ferreruela and Alabau-Muñoz （2006）

は，OECD30 カ国の比較分析から，中央政府のブ

ロードバンド政策としては，国内各地でのバランス

の取れたブロードバンド普及を目指した公的補助

を軸とする中間的介入政策（medium-intervention 

strategies）が最も効果的であると結論づけている．

　ブロードバンド整備における公民パートナーシッ

プ（PPP）も，最近注目されている論点の一つであ

る．Falch and Henten （2010）は，オーストラリア，

韓国，米国，EU におけるブロードバンド整備への

公共投資を比較し，最近の投資が通信インフラの拡

充とユニバーサルサービスの確保に振り向けられる

傾向があることを指摘している．また，Nucciarelli 

et al.（2010）は，オランダとイタリアのいくつか

の都市や地方における地方政府のブロードバンド政

策を，PPP ビジネスモデルの観点から比較し，長

期契約によって関係組織間でリスクを分担すること

が最も重要であるとしている．

　このような各国での動きと同様に，日本政府も

ブロードバンドを全国に普及させようとする政策

に乗り出している．たとえば 2004 年には u-Japan 

（Ubiquitous Japan）政策の中で，2010 年までにす

べての国民がブロードバンドを利用できるようにす

るという目標を掲げ，その目標を達成するために各

種の具体的事業を実施してきた．地域イントラネッ

ト基盤施設整備事業や新世代地域ケーブルテレビ施

設整備事業，あるいは，地域情報通信基盤整備推進

交付金等はその例である（総務省　2008b）．もちろ

ん，これらの政府の事業は自治体レベルでの整備を

促進するための補助事業であり，事業費の一部を自

己負担してでも，地域の情報化を進めるという自治

体の政策的判断を前提としている．有力な既存地域

産業を持たない条件不利地域自治体としては，イン

ターネット初期に見られたのと同様に，ブロードバ

ンド環境の整備を契機として，新しい形でインター

ネットを利用した地域振興を図ろうとする動きが出

ていることが予想される． 

　本研究では，こうした日本の現状を踏まえて，

2000 年前後からのブロードバンドの普及期に，条

件不利地域の自治体が取った情報化政策の詳細とそ

の背景，技術的および制度的問題，さらには，地域

振興策の現状を把握・検討しようとする．筆者らは

既に，本研究に共通する問題関心から，国内のいく

つかの地域においてケーススタディを行ってきたが

（Arai and Naganuma 2010），その後，本テーマに

ついてのより一般的な知見を得るために，全国の市

町村を対象として，ブロードバンド整備に関するア

ンケート調査を行った．本稿では，このアンケート

調査から得られたデータに基づいて，条件不利地域

におけるブロードバンド普及の現状と地理的デジタ

ル・デバイド解消に向けた自治体の政策を論じる．

Ⅱ　研究の背景と方法

　1. 日本におけるブロードバンドの普及状況

　最初に，最近の日本におけるブロードバンドの普

及状況を簡単に整理しておきたい．OECD によれ

ば，2010 年における日本のブロードバンドの普及

率（人口 100 人あたりのブロードバンド契約数）は

26.3 であり，2008 年の 23.6 に比べて 2.7 ポイント
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上昇している．OECD 加盟国の平均は，24.4 であ

るから，日本はそれより若干高いが，北欧や韓国等

に比べると決して高いとは言えない水準である．通

信方式別では，DSL3) が少なく，光ファイバが多い

ことが韓国と並んで日本の特徴である．他の先進国

では，DSL が最も普及している国が多く，DSL が

1 位でない国は，韓国，日本の他は，カナダと米国

しかない（表 1）．

　総務省の資料から，日本での通信方式別の普及

率（100 世帯あたりの契約数）の推移を見てみると，

2000 年代前半にブロードバンド普及の中心であっ

た ADSL は，2006 年にピークを迎えた後，減少に

転じている．利用者側の終端まで光ファイバで接続

する FTTH（fi ber-to-the-home） は 2005 年頃から

急増しており，2009 年からは ADSL を上回ってい

る．ケーブルテレビと通信ケーブルを共用する方式 

（cable modem） は，ブロードバンド普及のごく初

図１　ブロードバンド種類別普及率の推移（全国）

順位 国 DSL
ケーブル
テレビ

光ファイ
バ等 計

総契約数
( 万 )

1 デンマーク 22.3 10.0 5.8 38.1 211 
2 オランダ 22.0 14.8 0.9 37.8 625 
3 スイス 25.9 10.4 0.8 37.1 290 
4 ノルウェー 20.2 9.2 5.6 35.0 169 
5 韓国 5.9 10.6 17.9 34.4 1,679 
6 ルクセンブルク 28.0 5.8 0.3 34.1 17 
7 アイスランド 30.5 0.0 3.4 34.0 11 
9 フランス 29.7 1.6 0.1 31.4 2,026 
8 スウェーデン 17.5 6.4 8.0 31.8 297 
10 ドイツ 27.9 3.2 0.3 31.3 2,564 
11 カナダ 13.1 16.9 1.1 31.1 1,050 
12 イギリス 24.1 6.4 0.0 30.5 1,885 
13 ベルギー 16.7 13.2 0.2 30.2 325 
14 アメリカ 10.9 14.6 1.7 27.1 8,334 
15 フィンランド 21.8 4.3 0.9 26.9 144 
16 日本 7.3 4.2 14.7 26.3 3,355 
17 ニュージーランド 23.0 1.5 0.1 24.5 105 
18 オーストラリア 19.3 4.1 0.7 24.1 531 
19 オーストリア 15.9 6.9 0.5 23.3 195 
20 スペイン 18.0 4.1 0.3 22.4 1,034 

OECD 平均 13.6 6.4 3.2 24.4 29,680 
(OECD 資料から作成 ).

表 1　OEDC 加盟国の人口 100 人あたりのブロードバンド契約数（2010 年）
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期にはその先導役を務めたが，その後も徐々に契約

数を増加させている（図 1）．

　同じ総務省の資料から，ブロードバンド普及率の

地域的分布図を描いたのが図 2 である．この資料で

は都道府県別の普及率しか得ることができないの

で，詳細な分析は不可能であるが，大局的に見れば，

東京や大阪等の大都市圏を中心として，関東・東海

等国土の中核的地域で普及率が高い一方，縁辺地域

では普及率が低いという傾向が読み取れる．常識的

に判断して，ブロードバンドの普及が地域の経済水

準と関連していることは明瞭である．

　

図 2　都道府県別のブロードバンド普及率

　2. 市町村アンケート調査

　日本国内のブロードバンド普及状況については，

上に示したように総務省によって都道府県別に集計

された数値が公表されている．また，全国に 11 カ

所置かれている総務省総合通信局・事務所は，それ

ぞれの管轄区域内の各地域 4) について，各種ブロー

ドバンドが利用可能であるか否かを記載した地図を

ウェブサイト上で公表している．しかし，こうした

既存資料によってはブロードバンド整備の市町村内

での地域差やアクセス条件，行政の関与等の細かな

状況は把握しがたく，独自に資料を収集する必要が

あると判断される．また，ブロードバンド整備に関

する各自治体の対応については，報道記事や政府機

（総務省資料から作成）．
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関・自治体等のウェブサイト等からの断片的情報が

入手できるのみで，全国の自治体についての全般的

状況を知りうる資料は見あたらない．

 　こうした実情から，本研究では，全国の自治体

に対してアンケート調査を実施して，市町村区域内

でのブロードバンド・アクセスとその地域的特徴，

ブロードバンド整備に向けた行政の対応，ブロード

バンドを利用した地域振興の実情等を把握しようと

した．このアンケート調査は，条件不利地域のブ

ロードバンド整備についての情報を得ることが目的

であるが，2000 年代前半に相次いだ市町村合併の

結果として，規模の大きな市でも，域内に条件不利

地区を抱える自治体も多いことから，市町村規模に

関わらず，全国の自治体を調査対象とすることとす

る．ただし，三大都市周辺の市町村については，ブ

ロードバンド整備が困難であるような地区が多く存

在することは考えにくいことから，2005 年度国勢

調査における関東大都市圏・京阪神大都市圏・中京

大都市圏のいずれかに属する市町村は対象から除外

した．また，政令指定市は，区域の一部に条件不利

地域を抱える場合もあるが，区制を引いているため，

個々の地区の情報を市当局から得ることは困難であ

ろうと考え，調査対象としないこととした．こうし

た選択の結果，調査対象は 1,326 市町村となった．

　これらの市町村の「IT 担当者」5) 宛に，2009 年

11 月および 2010 月 6 月に調査票を郵送し，郵送な

いしは電子メールでの回答を求めた．最終的な回収

数は，453 市町村，回収率は 34.2％であった．なお，

対象市町村が少数の都府県があるために，都道府県

別の回答率はかなりばらつくが，地域ブロック別に

回答率を比較しても，概ね 20％台後半から 30％台

に収まり，著しい地域的偏りは見られない．

Ⅲ　ブロードバンドの整備状況

　1. 政府によるブロードバンド促進政策

　政府が国内のブロードバンド環境を整備しようと

する政策を推進し始めるのは 2000 年代に入ってか

らである．たとえば 2001 年には，社会全般におけ

る IT 利用を促進しようとする e-Japan 戦略の中で，

2005 年までにブロードバンドが利用可能な世帯を

3,000 万世帯以上に，超高速ブロードバンド（通信

速度 30Mbps 以上）が利用可能な世帯を 1,000 万世

帯以上とするという目標を掲げている．また，2004

年には u-Japan 政策の中で，2010 年までにすべて

の国民がブロードバンドを利用できるようにすると

いう目標を掲げた．さらに，2006 年の次世代ブロー

ドバンド戦略 2010 では，2010 年までにブロードバ

ンドを利用できない地区（ブロードバンド・ゼロ地

区）を解消し，同時に，超高速ブロードバンドの世

帯カバー率を 90％以上とするという目標を設定し

ている． 2008 年以降は，残ったブロードバンド利

用不可能地域を解消する政策（ブロードバンド・ゼ

ロ地域解消戦略）を掲げ，山間地域や離島等でのブ

ロードバンド・アクセスを実現する手法の開発と事

業化に向けた活動を展開している．特に，少数の世

帯が孤立した地区に点在する地域については，有線

での接続が困難であるとして，WiMax 等の無線接

続，あるいは通信衛星接続のための施設整備を促進

する政策を進めようとしている（総務省　2008a）．

　2. ブロードバンド・ゼロ地区の残存状況

　こうした政府の政策目標に対して，現時点で，本

当にブロードバンド・ゼロ地区はなくなったのであ

ろうか．今回のアンケート調査に対する回答では，

回答市町村のうち，ブロードバンド・ゼロ地区がまっ

たく存在しないとしたものは 53.3％，ブロードバン

ド・ゼロ地区は存在するが 1％以下（住民数ベース．

以下同様）としたものは 18.9％であり，ブロードバ

ンド整備が大多数の市町村で進んでいることは事実

である．しかし，27.8％の市町村が 1 割以上の地区

でブロードバンドがアクセスできないと回答してい
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るし，ブロードバンド・ゼロ地区が区域の過半を

占めるとする市町村も 3.1％存在する．したがって，

地域によっては，ブロードバンド未整備の地区が相

当残存していると判断せざるを得ない（表 2）6)．

　こうしたブロードバンド未整備の地区が，どのよ

うな地域的分布を取っているかは興味深いところで

あるので，「ブロードバンド・ゼロ地区が 1 割以上」

の市町村が回答市町村に占める割合を都道府県別に

求めて地図化してみると，図 3 のようになる．三大

都市圏を調査対象から除外していることと，近年の

市町村合併によって市町村数が激減して回答市町村

が極端に少ない県があるために 7)，詳細な検討に耐

えうる図ではないが，図 2 のブロードバンド普及率

の地域分布とある程度類似しているように見える．

三大都市圏は対象外なので別とすれば，国土の中核

的地域ではブロードバンド・ゼロ地区は少なく，縁

辺地域で多く残存している傾向が一応読み取れるの

である．

　もちろん，ブロードバンド・ゼロ地区の残存状況

は，図 3 に示されるような広域的な地域差以上に，

ミクロな地域条件に左右されることが予想される．

それを把握する手がかりを得るために，まず，残存

状況を回答市町村の人口規模別に比較してみたもの

が表 3 である．この表で注目されるのは，一つには，

ブロードバンド・ゼロ地区が存在しないとする市町

村はいずれの規模でも 50％前後と，明瞭な傾向が

見られないことで，市町村の規模にかかわらず，ブ

ロードバンド・ゼロ地区の解消はある程度可能であ

ると考えられる．一方，区域の半分以上でブロード

バンドを利用できないとする市町村の割合は，5 千

人未満の町村では 10.8％であるが，人口規模が大き

くなると急速に低下し，5 万人以上の市では皆無と

なる．ある程度以上の規模の市では，区域内にブロー

ドバンドが比較的整備しやすい市街地が存在してお

り，その住民の市人口に対する割合が高いことを考

えれば，こうした結果も納得できる．それに対して，

残存率が 1％以下とするものの割合は明確な傾向が

あり，人口 5 千人未満の町村と 10 万人以上の市と

では 3 倍以上の差がある．ある程度の規模があり，

比較的ブロードバンド整備が進めやすい市でも，最

後 1％のブロードバンド・ゼロ地区の解消には一定

の困難が伴うのであろう． 

　人口分布とブロードバンドの整備状況との関係

を，さらに明確に示すのが，過疎地域市町村につい

てのデータである．回答市町村から，過疎法第 2 条

第 1 項および第 32 条の要件に該当する市町村（過

疎地域市町村）8) を抽出して集計すると，ブロード

バンド・ゼロ地区なし，もしくは 1％以下の市町村

の割合は 59.8％と過疎地域市町村以外の市町村（そ

の他の市町村）の 81.2％を大きく下回っている（表

4）．過疎地域の多くは，山間地や離島・半島といっ

た地形的に不利な条件を抱えている地域であり，人

口分布が希薄な上に，激しい人口減少の結果，人口

の絶対数も小さい．そうした人口分布がブロードバ

ンド整備を難しくしていることは当然とも言えよ

う．

　このことは，ブロードバンド・ゼロ地区の地形

条件からも裏付けられる．「ブロードバンドが利用

できないのはどんな地区か」という質問に対して，

80.0％の市町村が山間部，9.3％が離島もしくは半島

住民の割合 　百分率

存在しない 53.3％

1％以下 18.9　

1 ～ 2 割 18.9　

3 ～ 4 割 5.8　

半分以上 3.1　

市町村数 450　

　　( 市町村アンケート調査によって作成 ).

表 2　ブロードバンド・ゼロ地区の割合
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図 3　都道府県別のブロードバンド・ゼロ地区の分布

住民の割合 5 千人未満 5 千～ 1 万人 1 万～ 5 万人 5 万～ 10 万人 10 万人以上

存在しない 50.8％ 47.8％ 54.8％ 56.2％ 54.2％

1％以下 9.2　 13.4　 19.8　 21.9　 31.3　

1 ～ 2 割 21.5　 19.4　 18.8　 20.5　 12.5　

3 ～ 4 割 7.7　 14.9　 4.6　 1.4　 2.1　

半分以上 10.8　 4.5　 2.0　 0.0　 0.0　

市町村数 65　 67　 197　 73　 48　

　  　　( 市町村アンケート調査によって作成 ).

表 3　市町村人口規模別のブロードバンド・ゼロ地区割合

（市区町村アンケート調査によって作成）．
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住民の割合 過疎地域市町村 その他の市町村

存在しない 43.4％ 60.5％

1％以下 16.4　 20.7　

1 ～ 2 割 23.8　 15.3　

3 ～ 4 割 10.6　 2.3　

半分以上 5.8　 1.1　

市町村数 189　 261　

　　 　( 市町村アンケート調査によって作成 ).

表 4　過疎地域市町村におけるブロードバンド・ゼロ地区割合

表 5　ブロードバンド・ゼロ地区の地形区分別割合

　表 6　各種ブロードバンドを利用可能な地区の割合

（重複回答）

地形区分 過疎地域市町村 その他の市町村 全市町村

山間地 70.3％ 84.7％ 80.0％

離島 4.7　 6.9　 6.2　

半島部 0.0　 4.6　 3.1　

その他 31.3　 15.3　 20.5　

市町村数 64　 131　 195　

　　  　( 市町村アンケート調査によって作成 ).

（住民数ベース）

割合 光ファイバ ADSL ケーブルテレビ

全域利用可能 15.4％ 26.7％ 20.3％

9 割以上 11.4　 33.4　 7.3　

3/4 程度 19.2　 18.7　 7.6　

半分程度 12.1　 12.9　 4.1　

半分未満 15.9　 6.0　 9.9　

全域利用不可 25.9　 2.3　 50.9　

市町村数 421　 434　 395　

　 ( 市町村アンケート調査によって作成 ).
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部を挙げており，こうした地形条件がブロードバン

ド整備の障害となっていることは明白である（表

5）．ただし，興味深いことに，過疎地域市町村では，

山間部・離島・半島部の割合はその他の市町村に比

べてむしろ低くなっている．恐らくこれは，過疎地

域市町村では，人口の絶対数の小ささゆえにブロー

ドバンド・サービスに対する需要がまとまらず，た

とえ平場であってもブロードバンドを整備できない

場合があるためではないかと予想される．

　3. ブロードバンドの種類によるアクセス状況の差異

　ところで，ブロードバンド・アクセスの状況は

通信方式の種類によっても異なっている（表 6）．

ADSL は大多数の市町村で広く利用可能なブロード

バンドであり，全域か 9 割以上（住民数ベース）の

地区で ADSL が利用できる市町村は全体の回答市

町村の 60.1％，3/4 以上の地区で利用できる市町村

は 78.8％となっている．光ファイバは利用可能な地

区率が ADSL より低めで，3/4 以上利用可能という

やや低めの水準でも，それを達成している市町村は

46.0％でしかない．既設の電話線を利用する ADSL

に比べて，新たな通信ケーブルの敷設を必要とする

光ファイバは整備コストが高く，人口が分散してい

る地区ではサービスの採算が取りにくい．上述のよ

うに，ユニバーサルサービスの義務が課せられてい

ない光ファイバのサービスについては，通信事業者

が人口希薄地区への光ケーブルの延伸を躊躇しがち

であることが，こうした数字に表れているものと見

られる．

　ケーブルテレビは ADSL や光ファイバと大きく

異なっている．半数以上の市町村ではまったく利

用できないのに対して，全域で利用可能な市町村

も 20.3％存在する．ブロードバンド・サービスを行

うケーブルテレビ網は，地上波デジタル・テレビ放

送の視聴を確保するために整備されたものが多い．

Arai and Naganuma （2010）でも指摘しておいたよ

うに，そうしたケーブルテレビ網の整備には地元自

治体が関与していることが多く，その場合，自治体

が自らの区域全体にサービスエリアを広げることに

強い意欲を示す．そのため，一部の地区のみでケー

ブルテレビが整備されている市町村は比較的少な

く，多くの市町村では，まったく利用できないか，

全域で利用できるかのいずれかになるのである．

　ブロードバンドが導入された時期も種類によっ

0

5
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20

25

30

（市町村アンケート調査によって作成）．
図 4　ブロードバンド種類別の導入時期
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て差がある（図 4）．ADSL は導入時期が最も早く，

2003 年にピークを迎える一方，光ファイバは導入

時期が最も遅く，2008 年がピークである．それに

対して，ケーブルテレビの導入には波があり，2003

年と 2009 年にそれぞれピークが見られる．ケーブ

ルテレビでこのような特異な導入パターンを示すこ

との背景には，政府によるブロードバンド政策の変

遷があると考えられるが，それについては後述する．

　上述のように，過疎地域市町村では，ブロードバ

ンドの利用可能性が限られていることが多いが，そ

の状況はブロードバンドの種類によっても差がある

（表 7）．過疎地域市町村での利用可能性が最も限ら

れるのは光ファイバで，それがまったく利用できな

い市町村は，過疎地域市町村以外では 9.9％にしか

過ぎないのに対して，過疎地域市町村では 49.4％と

はるかに多い．それほどではないがケーブルテレ

ビでも過疎地域市町村の不利が目立っており，過

疎地域市町村では，全域利用不可が 66.9％なのに対

し，その他の市町村では 40.3％と差がある．一方，

ADSL ではそれほどの差はなく，過疎地域市町村の

方がやや利用しにくい程度である．

Ⅳ　地方自治体によるブロードバンド整備事業

　政府は，国内のブロードバンド整備を促進するた

めに，各種の補助制度を用意してきた．国内のさま

ざまな地域でブロードバンド整備を政府の直轄事業

として実施するのは困難なので，地方自治体に対す

る補助事業として実施する形態か，地方自治体を通

じて通信事業者に補助を行う形態が取られたのであ

る．そうした政府の補助制度の中で，条件不利地域

におけるブロードバンド整備の主力になったのが，

新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業と地域情報

通信基盤整備推進交付金である．

　新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業は，1994

年度に創設された補助事業で（当初は郵政省管轄，

省庁再編後は総務省管轄），市町村または第三セク

ターがテレビ放送のデジタル化とインターネット

接続に対応したケーブルテレビ施設を整備する際

に，国が経費の一部を補助するものである．補助率

は，市町村に対しては 1/3，第三セクターの場合は

1/8 ～ 1/4 である．新世代地域ケーブルテレビ施設

整備事業では 1994 ～ 2005 年度の事業期間中に，全

利用可能な
住民の割合

光ファイバ 　ADSL ケーブルテレビ

過疎地域
市町村

その他の
市町村

過疎地域
市町村

その他の
市町村

過疎地域
市町村

その他の
市町村

全域利用可能 10.6％ 18.7％ 18.5％ 32.8％ 19.7％ 20.6％

9 割以上 5.9　 15.1　 22.3　 41.6　 3.8　 9.7　

3/4 程度 11.8　 24.3　 20.1　 17.6　 1.9　 11.3　

半分程度 8.2　 14.7　 22.3　 6.0　 0.6　 6.3　

半分未満 14.1　 17.1　 12.0　 1.6　 7.0　 11.8　

利用全域不可 49.4　 9.9　 4.9　 0.4　 66.9　 40.3　

市町村数 170　 251　 184　 250　 157　 238　

　  ( 市町村アンケート調査によって作成 ).

表 7　過疎地域市町村におけるブロードバンド種類別の利用可能割合
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国で 898 件が採択され，総事業費の合計は約 2,844

億円，補助金額合計は約 754 億円である（総務省　

2004a）．この事業は，直接的には，テレビ放送用の

施設整備を目的としているが，地上波を含めたテレ

ビ放送のデジタル化がスケジュールに上っている段

階での政策であり，ネットワークは大容量のデジタ

ル回線で構成されることが前提とされている．した

がって，この事業で整備されたネットワークは，イ

ンターネットのブロードバンド接続やインターネッ

ト電話（IP 電話）にも利用できる．実際に整備さ

れたケーブルテレビ事業の経営指標によると，イン

ターネット接続サービスはケーブルテレビ事業の

採算性の向上に対してかなりの寄与が認められる

（Arai and Naganuma 2010）．

　地域情報通信基盤整備推進交付金は，新世代地域

ケーブルテレビ施設整備事業の内容を吸収する形

で 2006 年度に創設された補助事業である．この事

業では，通信・放送のサービス種別による補助事業

の区分を撤廃して，光ファイバ，ケーブルテレビ，

ADSL，FWA（固定無線接続）等の幅広い施設を

対象とする補助によって，地域的デジタル・デバイ

ドの是正を目指している．この事業の交付対象は「条

件不利地域」に該当する市町村，ないしは，それを

含む合併市町村（連携主体を含む），および第三セ

クターで，交付率は市町村 1/3，第三セクター 1/4

である．ここで言う「条件不利地域」とは，過疎，

辺地，離島，半島，山村，豪雪等の指定を受けてい

る地域を指しており，新世代地域ケーブルテレビ施

設整備事業に比べて，地理的条件から通信ブロード

バンド整備が難しい地域に対象を絞っていることが

特徴である（総務省　2009）．

　今回のアンケート調査では，各市町村が実施した

ブロードバンド整備事業の詳細についての回答を求

めているが，回答された整備事業の多くが国からの

補助を受けている．ブロードバンド整備を対象に含

む国の補助は，総務省や農林省，国交省等が，それ

ぞれいくつもの制度を用意しており，きわめて多岐

にわたる．それぞれの整備事業が受けた補助の種類

を整理 9) したのが表 8 である．単一の補助制度とし

て最も多かったのは地域情報通信基盤整備推進交付

金で，全体の 36.6％を占め，新世代地域ケーブルテ

レビ施設整備事業が 16.7％でそれに続いている．両

者を合わせれば全体の半数を超えており，ブロード

バンド整備に対するさまざまな国の補助制度の中で

主要な位置を占めていることは明らかである．

　ブロードバンドの種類別に見ると，ケーブルテレ

補助種類 光ファイバ ADSL ケーブルテレビ その他  合計

情報通信基盤 63.2％ 8.5％ 26.3％ 37.0％ 36.6％

新世代 CATV 0.9 0.0 43.9 0.0 16.7

その他の国補助 26.4 39.0 26.3 33.3 29.4

道県補助・市町村単独 6.6 47.5 1.8 18.5 13.7

不明 2.8 5.1 1.8 11.1 3.6

総事業数 106 59 114 27 306

情報通信基盤：地域情報通信基盤整備推進交付金
新世代 CATV：新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業

表 8　補助種類別ブロードバンド整備事業数
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ビ施設整備の 43.9％が新世代地域ケーブルテレビ施

設整備事業の補助を利用している．この補助による

整備事業は 1990 年代末から 2000 年代前半の間に集

中しているが，この時期は，日本におけるブロード

バンド普及の初期に当たっており，この補助制度が，

ブロードバンドが日本で普及し始める際の原動力の

一つとなったのであろうと思われる（図 5）．それ

に対して，光ファイバ整備の場合は，地域情報通信

基盤整備推進交付金の利用が 63.2％と圧倒的に多数

を占めている．この制度の開始は 2006 年度である

から，上述したように，光ファイバ導入が 2000 年

代後半にピークを迎えたことと，ここ数年のケーブ

ルテレビ導入の急増が，こうした動きの背景となっ

たものと考えられる．

　ケーブルテレビや光ケーブルとは異なり，ADSL

の整備に際してはこれらの整備事業はあまり利用さ

れていない．特に，ADSL 整備では 47.5％が道県の

補助事業や市町村単独事業であることが特徴的であ

る．ADSL の整備事業は，民間通信事業者が採算を

取りにくい人口希薄地区でのサービスを拡充させる

ために，事業者への整備費補助を行うことが中心で

ある．そのため，所要予算額がケーブルテレビや光

ケーブルの整備事業に比べて小さく，比較的簡単に

実施できる道県補助や市町村単独での事業が選択さ

れているのであろう．

　

Ⅴ　ブロードバンド整備事業の効果

1. ブロードバンド環境の改善

こうした地方自治体によるブロードバンド整備事

業によって，当該地域のブロードバンド環境はどの

程度改善されたのであろうか．ブロードバンド整備

事業を実施した市町村と実施しなかった市町村での

ブロードバンド・ゼロ地区の割合を比較したのが

表 9 である．整備事業を実施した市町村ではブロー

ドバンド・ゼロ地区が皆無か 1％以下であるものは

75.3％であるのに対し，実施しなかった市町村では

65.3％に留まる．それに対して，ブロードバンド・

図 5　補助種類別のブロードバンド整備事業数の推移
( 市町村アンケート調査によって作成 )
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ゼロ地区が 1 割以上のものは，整備事業を実施した

市町村では 24.6％だが，未実施の市町村では 34.7％

である．確かに，ブロードバンド整備事業が実施さ

れれば，ブロードバンド・アクセスは目に見えて改

善されるのである．

同様な比較を整備事業の補助手段別に行ったのが

表 10 である．ブロードバンド・アクセスが最も良

いのは，新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の

補助事業を実施した市町村で，76.0％でブロードバ

ンド・ゼロ地区が存在しない．ブロードバンド・ゼ

ロ地区 1％以下を含めると 94.0％なので，新世代地

域ケーブルテレビ施設整備事業の補助が入った市町

村では，域内の地理的情報デバイドが概ね解消され

ていることになる．上述のように，デジタル方式の

ケーブルテレビ網は，地上波デジタル放送への対応

を主たる目的として整備されたものが多く，コスト

を度外視してでもすべての世帯に回線を引こうとす

る傾向があることが，このような高い整備率につな

がっているものと考えられる．ブロードバンド種類

別に同様の比較を行ってみても，ケーブルテレビを

対象とした補助事業が行われた市町村ではブロード

バンド・ゼロ地区が顕著に少なく，テレビ視聴と整

備率との関係は明白である（表 11）．

ところが，もう一つの主要な補助制度である地域

情報通信基盤整備推進交付金はこのような高い整備

率に結びついていない．同補助での整備事業を行っ

た市町村でのブロードバンド・ゼロ地区なしの割合

は 45.0％，1％以下を含めても 68.4％であるから，「そ

の他の国補助」の場合よりもむしろ，ブロードバン

ド環境の改善が進んでいない．これは，地域情報通

信基盤整備推進交付金が，各種補助制度を統合する

形で，比較的最近になって創設された制度であるた

整備事業の有無 存在しない 1％以下 1 ～ 2 割 3 ～ 4 割 半分以上 市町村数

事業あり 54.0％ 21.3％ 16.3％ 5.0％ 3.3％ 300　

事業なし 52.4　 12.9　 24.5　 7.5　 2.7　 147　

( 市町村アンケート調査によって作成 ).

表 9　整備事業の有無別のブロードバンド・ゼロ地区割合

表 10　補助種類別のブロードバンド・ゼロ地区割合

補助種類 存在しない 1％以下 1 ～ 2 割 3 ～ 4 割 半分以上 事業総数

情報通信基盤 45.0％ 23.4％ 20.7％ 6.3％ 4.5％ 111　

新世代 CATV 76.0　 18.0　 6.0　 0.0　 0.0　 50　

その他の国補助 58.9　 24.4　 11.1　 1.1　 4.4　 90　

道県補助・市町村単独 38.1　 35.7　 21.4　 4.8　 0.0　 42　

不明 90.9　 9.1　 0.0　 0.0　 0.0　 11　

全体 54.9　 24.0　 14.8　 3.3　 3.0　 304　

情報通信基盤：地域情報通信基盤整備推進交付金 ( 市町村アンケート調査によって作成 ).
新世代 CATV：新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業
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めに，テレビを含まない光ファイバや ADSL 等を

も対象としており，住民の期待度がデジタル・テレ

ビに対する程は高くないことが影響していると思わ

れる．また，最も後発の制度であるために，これに

応募した市町村ではブロードバンド整備の地理的条

件が非常に厳しく，未整備のままで残さざるを得な

い地区をある程度抱えている，といった事情も考え

られる．

2. 地域振興への活用

それでは，このようなブロードバンド整備事業に

よって整備されたブロードバンド環境は，地域でど

のように活用されているのであろうか．アンケート

では，地域振興・活性化につながる利用法として観

光振興および特産品販売を目的とするウェブサイト

の開設状況と，地域 SNS・地域ブログの開設状況

を質問している．表 12 では，これらのウェブサイ

トの開設率を，ブロードバンド整備事業が実施され

た市町村と実施しなかった市町村とで比較してい

る．いずれの種類のウェブサイトでも，整備事業あ

りの方が整備事業なしの場合よりも高い開設率に

なっており，ブロードバンド整備事業の効果が認め

られる．しかし，その差はサイトの種類によって異

なっている．開設主体が市町村や商工会議所，観光

協会等の公的性格の強い組織の場合は，両者の差は

大きくないが，旅館組合や商店街のように，経済活

動に直接関わる組織の場合は差が開く．特に，JA

や漁協はブロードバンドが整備されるとウェブサイ

トを開設し，特産品の販売に乗り出す傾向が顕著で

ある．こうした相違が生じることには次のような背

景があると考えられる．

市町村庁舎等の公共施設の場合は，ブロードバン

ドの面的な整備の如何に関わらず，優先してブロー

ドバンドの接続が進められたために，そうした施設

に入居していることの多い，公的な組織では早い段

階でウェブサイト開設が進められた．しかし，公共

施設でのブロードバンド整備の恩恵にあずかれない

組織の場合は，なかなかウェブサイト開設に踏み切

れないが，市町村全体でのブロードバンド整備事業

が実施されると，それを機会にブロードバンドの利

用可能性の認識が高まり，ウェブサイトの開設に至

るのであろう．JA・漁協の物販のように，直接的

な収益が見込める場合は，そうした動きが一層活発

になることも納得できる．

ただし，物販でも，民間企業や個人の場合はウェ

ブサイト開設率に大きな差が見られない．これは，

こうした主体がネット通販を行おうとする際には，

ブロードバンドの利用可能性よりも，それぞれの経

営方針や経営資源等の方がより主要な決定要因に

なっているからではないかと思われる．自社までブ

表 11　整備事業のブロードバンド種類別のブロードバンド・ゼロ地区割合

ブロードバンド種類 存在しない 1％以下 1 ～ 2 割 3 ～ 4 割 半分以上 事業総数

光ファイバ 41.9％ 28.6％ 18.1％ 5.7％ 5.7％ 105　

ADSL 47.5　 25.4　 23.7　 3.4　 0.0　 59　

ケーブルテレビ 72.6　 18.6　 5.3　 1.8　 1.8　 113　

その他 48.1　 25.9　 22.2　 0.0　 3.7　 27　

全体 54.9　 24.0　 14.8　 3.3　 3.0　 304　

  ( 市町村アンケート調査によって作成 ).
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ロードバンド・サービスが届いていない場合でも，

ネット通販に乗り出そうとする意志さえあれば，楽

天等のネット通販支援サービスや地域のプロバイ

ダーに，ウェブサイト運営をアウトソーシングする

ことによって，ビジネスの実現は可能だからである．

地域 SNS・地域ブログの場合もあまり大きな差

ではないが，これらのサービスで必要になる通信量

は観光情報や物販等のウェブサイトに比べて小さい

ので，ISDN 等のナローバンドでも対応可能であり，

必ずしもブロードバンドを必要としないことが背景

となっていると考えられる．

Ⅵ　IRU方式によるブロードバンド整備

1. ブロードバンド・サービスにおける IRU ビジ

　　ネスモデル

近年，条件不利地域においてブロードバンド整備

を幅広く進めるための手法として IRU 方式を取り

入れたビジネスモデルが注目されている．日本国内

での電話や情報通信等のサービスを提供する事業は

法律上，電気通信事業と呼ばれ，1985 年に施行さ

れた電気通信事業法の規制を受ける．電気通信事業

法は基本的に，電気通信を行う主体（電気通信事業

者）が電気通信設備（電気通信を行うための機械，

器具，線路（電話線や光ファイバ等）その他の電気

設備）を「継続的に支配・管理する」ことを求めて

いるが，現行の法解釈では，これは当該電気通信事

業者が電気通信設備を所有することを必ずしも必要

とするものではなく，他者が所有する光ファイバ等

の伝送路設備を一定の条件の下で借り受けて電気通

信事業を営むことが認められている．IRU 方式は，

そうした場合に利用される典型的なビジネスモデル

である．IRU（Indefeasible right of user：破棄し

得ない使用権）とは，「契約によって関係当事者の

合意がない限り破棄または終了させることができな

い長期安定的な使用権」を言い，伝送路設備を IRU

契約を結んで 10) 他者から借り受けた者は，自らの

事業として電気通信サービスの提供を行うことがで

サイト種類 整備事業あり 整備事業なし 市町村数

観光情報
 ：商工会議所等 51.3％ 42.4％ 453　

観光情報：観光協会 59.3　 55.0　 453　

観光情報
　：旅館組合／商店街 18.9　 9.3　 453　

物販：市町村 10.0　 7.3　 418　

物販・JA：漁協 38.8　 6.6　 386　

物販：その他の団体 26.4　 18.1　 355　

物販
　：民間企業／個人 72.2　 68.3　 392　

地域 SNS 15.5　 9.6　 443　

地域ブログ 14.0　 9.2　 434　

  ( 市町村アンケート調査によって作成 ).

表 12　ブローバンド整備事業の有無別の地域振興関係ウェブサイト開設率
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きる（総務省　2004b）．

IRU 方式によるビジネスモデルは条件不利地域

におけるブロードバンド整備に大きな可能性を開い

た．条件不利地域内では，商業ベースのブロードバ

ンド・サービスの採算が取りにくい地区が存在して

おり，そのままでは，民間の電気通信事業者の参入

が期待できない場合が多い．IRU 方式が導入され

る以前は，そうした地区では，市町村が自ら電気通

信事業者となって，住民等に通信サービスを提供す

る方式が採られることが一般的であった．そうした

市町村営の通信事業を実現するためには，電気通信

設備や技術要員等に関する法的基準を市町村自身が

クリアしなければならない上に，通信サービス事業

の運営上の細かなノウハウも必要となる．小規模自

治体の多い条件不利地域の市町村では，そのための

人的・技術的資源の確保には困難が伴い，事実上，

地域内でのブロードバンド整備を断念する場合も多

かった．しかし，IRU 方式を利用すれば，そうし

た市町村でも，国等の補助を受けて光ファイバ等を

整備し，それを民間事業者に貸し出すことによって，

地域内でのブロードバンド整備を進めることができ

る．民間事業者にとっては，参入の最大の障害であ

る初期設備投資が回避できるために，日常的な運営

コストのみを使用料収入からカバーできればよく，

事業採算の確保は大幅に容易になる．

なお，こうした IRU 方式は，いわゆる PPP（公

民パートナーシップ）方式によるビジネスモデ

ルの一種と見なすことができよう．Nucciarelli et 

al.（2010）はブロードバンド・サービスにおける

PPP 方式のビジネスモデルを，①完全公的管理モ

デル（full public control model），②公有卸売モ

デ ル（community-owned wholesale model）， ③

非開放型混合モデル（hybrid model with no open 

network），④管理型サービスモデル（managed 

services model）の 4 種に分類しているが，IRU 方

式は，このうちの非開放型混合モデルにほぼ適合す

ると考えられる．IRU 方式と非開放型混合モデルの

いずれにおいても，電気通信設備の全部または一部

は公的に所有される一方，通信事業の運営は，事業

開始に先立って選定された一つもしくは複数の民間

パートナーの手に委ねられる．ただし，非開放型混

合モデルにおいては，通常，公的な資金供給と民間

による資金供給が併用され，初期投資のリスクは両

者によって分担される．一方，IRU 方式では初期

投資は公的サイドのみに限られ，民間サイドがその

リスクを負うことはほとんどないために，民間パー

トナーは整備プロジェクトの資金面を考慮する必要

はない．

2. IRU 方式の浸透

こうした IRU 方式の手法は，条件不利地域での

ブロードバンド整備にどの程度利用されているので

あろうか．今回の市町村アンケート調査で回答の

あった 1998 年～ 2010 年のブロードバンド整備事業

全体の内，36.8％が IRU 方式を採用している．しか

し，IRU の採用率は時期によって大きな差があり，

2001 年までは採用事例が見あたらないし，2000 年

代中頃まででも 2 割程度が採用しているに過ぎな

い．この時期に進められたブロードバンド整備では，

民間通信事業者へ設備整備費を直接補助する方式か

市町村が自ら通信事業を営む方式 11) が取られたも

のが多い．ところが，2000 年代後半には，急速に

普及が進み，2010 年代に入るとほぼ全数が IRU 方

式を採用している（図 6）． 

それでは何故，このように IRU 方式が急速に浸

透したのであろうか．ブロードバンド事業のビジネ

スモデル別の構成と市町村の地理的条件との関係か

らその理由を推測することができる．表 13 では，

過疎地域市町村とそれ以外の市町村に分けて，ビジ

ネスモデル別構成を比較しているが，過疎地域市町

村では市町村営が多く，民間事業者への直接補助は

少ないという傾向が明瞭である．IRU方式の場合は，
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市町村営ほど顕著ではないが，やはり過疎地域市町

村の方が多くなる傾向が見られる．同様な比較を市

町村の人口規模別に行ったのが表 14 である．ここ

でも小規模な市町村ほど市町村営が多く，民間事業

者補助が少ない傾向が顕著であるが，IRU方式でも，

小規模市町村ほどよく利用されている．したがって，

IRU 方式は条件不利地域にあって，規模も小さい

市町村がブロードバンド整備を進めようとする際に

採用されやすい手法であると判断される．

条件不利地域でブロードバンド整備が行われるよ

うになった初期の頃には，市町村が自地域内のブ

ロードバンド環境を改善しようとすると，自らが通

信事業者となってネットワークを構築し，通信サー

ビスを提供する以外の選択肢がほとんどなかった．

もちろん，そのためには，自前の通信設備を整備す

るだけの資金とノウハウが必要になるが，資金面の

ネックは国の補助制度を利用する等の方法によって

なんとか対処できるとしても，小規模市町村にとっ

ては，通信事業のノウハウを獲得する手立ては乏し

い．もちろん，何らかの方法によって，その困難を

乗り越え，自営の通信事業を開業する市町村も存在

するが，一方では，ブロードバンド整備を諦めざる

を得なかった市町村も多かったであろう．しかし，

その後，IRU 方式が可能になると，通信事業に関

するノウハウをほとんど持ち合わせなくても，それ

を利用してブロードバンド整備を進めようとする市

町村が続出することになった．もとより IRU 方式

は，条件不利地域でなくても，自地域内でのブロー

ドバンド整備をすすめようとする市町村にとって有

利な点が多いから，最近は，市町村がかかわるブロー

ドバンド整備事業のほとんどすべてが IRU 方式を

採用するという事態が生じたと考えられる．

ところで，IRU 方式のビジネスモデルが成立す

るためには，自治体と IRU 契約を結んで参入する

通信事業者が必要である．市町村アンケート回答を

見る限り，IRU 方式のブロードバンド整備の多く

では，NTT 東日本ないしは NTT 西日本が参入事

業者となっている．NTT 両社が参入事業者となっ

ている整備事業は全体の 69.6％であり，ケーブルテ

レビ事業者やその他の通信事業者に比べて圧倒的に

大きな割合を占めている（表 15）．IRU 方式を採用

するとしても，参入事業者の選択肢は限られており，

NTT 両社以外にパートナーを求めることは困難な

ことが多いのが現実である．逆に言えば，NTT 両

社は，事業採算の取りにくい条件不利地域で自社独

自のブロードバンド投資を行うことには消極的であ

り，公共投資によってネットワーク整備がなされる

場合に絞って，運営会社として通信事業に参入する

という企業戦略をとっていると考えられる．

3. IRU 方式によるブロードバンド整備の限界

しかし，IRU 方式によっても，ブロードバンド

整備において解決が困難な問題も存在する．そうし

た問題の詳細を，今回の市町村アンケートの回答中

に見られた個別事例から紹介しておこう．ここで取

り上げる事例は，広島県豊田郡大崎上島町で 2000

年代前半に実施された FTTH 方式によるブロード

バンド・ネットワークの整備事業である 12)．

大崎上島町は，広島県大竹市から約 3km 沖合の

瀬戸内海に位置する離島であり，本島の他，生野島，

契島，長島の付属島からなる．町域人口は 8,636，

世帯数 4,330（2010 年 8 月末日現在，住民登録ベー

ス）である．同町は，2003 年 4 月１日に旧大崎町・

東野町・木江町が合併して誕生したが，それに先立っ

て総務省の地域情報交流基盤整備モデル事業の対象

に採択され，2001 年度から 2005 年度にかけて，町

内全域で FTTH ネットワークの整備を行った（2003

年度からは加入者系光ファイバー網設備整備事業に

名称変更）．なお，付属島については同事業の補助

対象とならなかったため，2003 年度に町単独事業

として整備を行った．5 カ年の総事業費は約 15 億 9

千万円，うち国庫補助約 4 億 9 千万円，過疎債によ
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図 6　ブロードバンド整備のビジネスモデル別構成の推移

表 13　過疎地域市町村におけるブロードバンド整備のビジネスモデル別構成

表 14　ブロードバンド整備ビジネスモデル別の市町村人口規模別比較

ビジネスモデル 過疎地域市町村 その他の市町村 全市町村

市町村営 23.4％ 8.5％ 14.8％

民間事業者補助 7.8　 26.1　 18.4　

IRU 方式 39.1　 35.2　 36.8　

その他 29.7　 30.1　 29.9　

市町村数 128　 176　 304　

　　　　  ( 市町村アンケート調査によって作成 ).

ビジネスモデル 5 千人
未満

5 千～
1 万人

1 万～
5 万人

5 万～
10 万人

10 万人
以上

市町村営 27.8％ 22.2％ 16.8％ 5.6％ 4.3％

民間事業者補助 2.8　 13.9　 16.0　 24.1　 34.0　

IRU 方式 44.4　 44.4　 33.6　 38.9　 31.9　

その他 25.0　 19.4　 33.6　 31.5　 29.8　

市町村数 36　 36　 131　 54　 47　

( 市町村アンケート調査によって作成 ).

（市町村アンケート調査によって作成）．
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る充当分約 11 億円であった．町単独以外の整備事

業には，加入者系ネットワークは 1/3，公共系ネッ

トワーク 13) 1/2の国庫補助がなされたが，過疎債（充

当率 100％，交付税措置率 70％）の起債が認められ

たため 14)，実際の地元負担は約 1/4 となっている．

町では，当初から直営による通信事業は想定して

おらず，IRU 方式の採用が目指された．20 年間の

IRU 契約を前提として，事業者としてのプロポーザ

ルの提出を NTT 西日本と（株）エネルギア・コミュ

ニケーションズ（以下，エネ・コミ社）に要請したが，

NTT 西日本は事業の採算性の見通しが立たないと

して応募を辞退し，エネ・コミ社 15) が事業者に選

定された．町内の光ケーブル総延長は 36.7km，一

般加入者数 1,064 世帯，世帯加入率 24.1％（2010 年

8 月 20 日現在）である．IRU 契約では，光ファイ

バ伝送路および付帯設備は町が所有し，加入者から

の利用料全額はエネ・コミ社の収入となるが，サー

ビスの運営費用はエネ・コミ社が負担する 16)．

大崎上島町の FTTH ネットワークの大きな特徴

は，大崎上島と本土とを結ぶ通信回線として，中国

電力の海上高圧送電線に併設されている光ファイバ

回線を利用していることである．一般に，離島での

ブロードバンド整備では，海を渡って本土のバック

ボーン・インターネット回線と接続する通信路の確

保がネックとなる．大容量の外部接続回線が必要と

なるブロードバンド・ネットワークを離島に設置す

るには，光海底ケーブルが用いられることが多いが

（光海底ケーブル執筆委員会　2010），多大の敷設費

用と割高な維持費用を必要とするために，大崎上島

で想定されていたような加入者規模では，採算が取

りにくい．実際，NTT 西日本が応募を辞退した根

本的な理由も光海底ケーブルのコストにあったと見

られる．しかし，エネ・コミ社は，自社の経営資源

として送電線網に付随する既存の光ケーブル網を利

用できる．大崎上島町の場合も，既設の海上光ケー

ブルを利用して，低コストでバックボーン回線への

接続が実現できた．

こうした大崎上島町の事例は，条件不利地域にお

けるブロードバンド整備に IRU 方式ビジネスモデ

ルを適用することの限界を示唆しているものと言え

よう．ブロードバンド整備に関する国の補助制度は，

域内の面的なネットワーク整備の推進を想定してお

り，外部のバックボーン回線への接続費用を対象と

していない．日本国内の通常の地域であれば，バッ

クボーン回線への接続には大きな困難はないが，離

島等の地域では外部への接続にも多大の費用を必要

とする．そうした場合，通常の IRU 方式のビジネ

スモデルでは，民間通信事業者の採算性を確保する

ことが困難になり，参入が阻害される．幸い，大崎

上島町では，既存の通信資源が利用できる電力系の

事業者と組むことで，そうしたネックを回避できた

が，そのような場合は一般的ではない．したがって，

IRU 方式は，条件不利地域におけるブロードバン

ド整備に対して決して万能な手立てではなく，当該

地域の条件によっては，それを補完する形でより一

層の公的支援の枠組みが必要となるのである．

IRU 契約者種類 割合

NTT 東日本・西日本 69.6％

ケーブルテレビ事業者 11.6　

その他の通信事業者 9.8　

その他 0.9　

不明 8.0　

総事業数 109　

( 市町村アンケート調査によって作成 ).

表 15　IRU 契約者数の種類別内訳
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Ⅶ　おわりに

　本稿では，日本の条件不利地域におけるインター

ネット・アクセスの改善のための政府や地方自治体

によるブロードバンド政策を全国の市町村に対する

アンケート調査の結果から分析した．分析結果の概

要は以下の通りである．

　日本全体を見れば，ブロードバンドの利用は

2000 年代に急速な普及を遂げた．その背景には，

e-Japan 戦略や u-Japan 政策といった政府の積極的

な普及促進政策があった． 

　こうした 2000 年代のブロードバンド・アクセス

の改善過程において重要な役割を果たしたのが，ブ

ロードバンド整備事業に対する政府の補助制度で

あった．2000年代前半に実施された新世代地域ケー

ブルテレビ施設整備事業と，2000 年代後半に実施

された地域情報通信基盤整備推進交付金はブロード

バンド整備に対する国庫補助の中核をなした．こう

した国庫補助を受けて市町村が実施したブロードバ

ンド整備事業は，ブロードバンド・ゼロ地区の解消

に一定の効果を上げたことが認められる．

　しかし，こうしたブロードバンドの全般的な普及

にもかかわらず，いまだにブロードバンドが利用で

きない地区が残存しているのも事実である．広域的

に見れば，ブロードバンドがまったく利用できない

ブロードバンド・ゼロ地区が比較的多く残存するの

は，東北東部，四国南部および九州南部であるが，

ミクロには，小規模な過疎地域市町村でブロードバ

ンド・ゼロの状態が解消できていない地区が目立つ．

　ブロードバンド整備事業によってブロードバン

ド・アクセスが改善された市町村では，観光や物販

の分野で，インターネットを利用した地域活性化活

動が活発になっていることが確認できる．そうした

効果は，条件不利地域から農産品や水産品を直接販

売する事業で顕著である．

　最近，ブロードバンド・サービスの新しい形態と

して注目されている IRU 方式を利用した民間通信

事業者の参入が急増しており，IRU 方式はブロー

ドバンド整備の主力となっている．IRU 方式のビ

ジネスモデルは，民間ベースではブロードバンド事

業の採算が困難である一方で，地元自治体もブロー

ドバンド事業を自営する能力を持たない条件不利地

域におけるブロードバンド整備を容易にする効果が

認められる．ただし，条件不利地域の中には，離島

における島外接続回線の整備等，IRU 方式の枠組

みでは対処できないネックを抱える場合もあり，こ

のビジネスモデルも万能とは言えない．

　現在，日本では，地理的デジタル・デバイドを解

消しようとする政府の政策は最終段階を迎えてい

る．大多数の山間地域や離島が，光ファイバや無線

アクセスによってインターネット回線に接続された 17)．

そのような地域においても，インターネットのポテ

ンシャルを十全に活かすためにはまだ課題が残る．

そうした課題は，条件不利地域に特徴的な社会構造

から来るところもあり，高齢者のインターネット利

用の可能性等はそうした問題の一つであろう．こう

した問題の解明は次の課題としたい．
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注

1) 　ユニバーサルサービスの概念は，電話サービスの普及初
期に，農村や離島等コストの高い地域においても利用料を
低廉に抑えることによって，すべての住民に電話サービス
を保障するために考え出された．世界で最も早く電話が普
及した米国では，1934 年通信法（Communication Act of 
1934）の制定と連邦通信委員会（Federal Communication 
Commission: FCC）の設立時に，連邦政府の政策として導
入されている（Kruger and Gilroy 2011）．

2) 　ブロードバンド技術発祥の地である米国では，地理的
デジタル・デバイドに対する取り組みはむしろ遅れていた
が，2000 年代後半になって，連邦政府はさまざまな政策
を打ち出している．オバマ政権下では，ブロードバンドの
普及促進は，農村地域に対する地域振興政策の柱の一つと
されている（Kruger and Gilroy 2011）．

3) 　OECD の分類上，DSL には ADSL 以外に VDSL 等も含
まれるが，実際には ADSL がほとんどを占めているもの
と考えられる．

4) 　各総合通信事務所のサイトでは，ブロードバンド・ア
クセスの把握は，概ね町丁程度の地域単位で行っていると
しているが，公表されている地図を見ると，市町村単位で
しか表示されていない場合もあり，そこまで細かい地域単
位で確実な把握が行われているとは考えにくい．

5) 　IT 関係の担当部署は，市町村によってさまざまである
ので，このような漠然とした宛先とせざるを得なかった．
ただし，政府の進める行政の IT 化への対応の必要から，
どの市町村でもなにがしかの担当者がいるものと予想され
た．結果的に回収された調査票の記入者の所属は，総務・
企画関係が多いが，「情報化」等の名称を持つ部署も見ら
れた．

6) 　総務省（2011）は，2009 年 3 月末の全国のブロードバ
ンド世帯カバー率（3.5 世代携帯電話を除く）を 98.8％，
2010 年 3 月末の同率を 99.1％と推計しているが，本研究
での市町村アンケート結果を見る限り，この推計は多少過
大ではないかと思われる．その理由として，総務省がブロー
ドバンドの定義を通信速度 144kbps 以上としており，一
般の認識とのずれがあること，および，総務省推計が通信
事業者の情報を基にしているため，整備条件の厳しい地区
での利用可能性の認定が甘めである，といった可能性が考
えられる．なお，同資料では，2011 年 3 月末のブロード
バンド世帯カバー率を 100％としているが，これは 3.5 世
代携帯電話を含んだ数値である．

7) 　回答市町村数が 10 未満の県を「データなし」とした．
8) 　過疎法では他に，「過疎地域とみなされる市町村」（過

疎法第 33 条第 1 項）と「過疎地域とみなされる区域のあ
る市町村」（同第 2 項）が規定されているが，これらにつ
いての集計値は市町村合併の影響を大きく受けると予想さ
れるので，ここでは上記のみを対象とした．

9) 　事業件数ベースの集計なので同一市町村で複数の整備
事業を回答している場合もある．

10)　IRU 契約の要件として，基本的には，契約期間が 10 年
以上であることが求められるが，特定の条件を満たせば，
契約期間が 1 年以上 10 年未満であっても IRU 契約として
認められる．

11)　市町村営の通信事業の場合，多くはケーブルテレビ事
業との併営の形がとられる．デジタル方式のケーブルテレ
ビでは，ブロードバンド伝送路を用いて放送を送信してい
るため，わずかな追加投資で，インターネット用の通信サー
ビスを行うことができる．

12)　以下の内容は，大崎上島町役場およびエネ・コミ社に
対するヒアリング調査による．

13)　本庁と各支所を結ぶ事務用回線で，庁内情報システム
と同時に整備された．

14)　過疎債以外に，合併特例債を利用する選択肢もあり得
たが，これは充当率 95％，交付税措置率 70％であったため，
過疎債の方が有利であった．

15)　エネ・コミ社（本社：広島市，資本金 60 億円，従業員
735 名）は 中国電力の子会社であり，通信と情報の 2 事
業部門を持つが，通信事業は自治体を中心とした法人向け
が中心である．

16)　加入者数が一定数を超えた場合は，超過分の収入額を
町に戻し，設備更新費として充当するために積み立てるこ
とになっている．

17)　国内で，まとまった人口をもつ離島としては，本土か
ら最も離れた位置にある小笠原諸島（東京都）と南北大東
島（沖縄県）にも，2010 年度に海底光ケーブルが敷設され，
地上デジタル・テレビ放送とブロードバンド・サービスが
開始された（東京都建設局 2009；沖縄県企画部情報政策
課  「南北大東地区海底光ケーブル敷設等工事（H22 年度
地上デジタル放送推進事業）説明資料」による）．
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Broadband deployment projects in less-favored areas and the broadband 
policies of national and local governments in Japan

Yoshio Arai*・Sae Naganuma**・Yasukazu Satake***
 (*Department of Human Geography, the University of Tokyo, **Postdoctoral Fellow, the University of 

Tokyo, ***Graduate Student, the University of Tokyo)

Broadband services have diff used in developed countries/regions in recent years.  Limited service areas 

in broadband access remain however mainly in less-favored regions, where the services are unprofi table 

for a private telecom-carrier. In Japan, many local governments carry out manifold deployment projects 

to improve broadband access subsidized by the Japanese Government. In this paper, broadband policies 

by local governments are examined based on the questionnaire survey of municipalities throughout the 

country except for large metropolitan regions.

Broadband services have rapidly diffused in most of local municipalities into the first decade of the 

2000’s supported by the promotion policies by the Japanese Government. e.g. the “u-Japan” policy 

package. “The New Age Cable Television System Deployment Program” in the fi rst half of 2000s and “the 

Regional Telecommunication Infrastructure Deployment Program” in the latter half of 2000s have been 

typical of the national subsidy schemes. Deployment projects on broadband access by local governments 

subsidized by the national government contribute to eliminate the areas with no broadband access.

However, the areas with no broadband has not been disappeared. Many areas with no broadband 

remain in Hokkaido, the northern part of Tohoku, the southern part of Shikoku and the southern part of 

Kyusyu. There are many non-broadband areas in the small scarcely-populated municipalities.

The improvements of broadband access supported by the deployment projects facilitate the regional 

promotions using the Internet in the fi elds of tourist information and goods selling. The positive eff ects of 

the broadband deployment on the regional promotions are particularly signifi cant in the selling agricultural 

and marine products in less-favored regions.

The number of the joint business based on the Indefeasible Right of User (IRU) contract between a 

private telecom-carrier and a local government has considerably grown in recent years. IRU business 

model eases the improvement of broadband access in less-favored regions where private broadband 

business is unprofi table and the local government has no ability to operate its own broadband business.

Key words : Internet, broadband, geographical digital divide, governmental policy, national subsidy
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